
（１）概要

（２）歳入歳出補正予算（一般会計）

一般会計12月追加補正予算の概要について

（令和3年度一般会計補正予算第9号）

　一般会計は、既定の歳入歳出予算の総額に4億8,007万6千円を追加し、補正後の歳入歳出

予算の総額を229億4,821万3千円にするもので、補正内容は下記のとおりです。

 ① 子育て世帯への支援（18歳以下の子ども）のための補正

　なお、集約の結果、歳入と歳出に差額が生じたため、財政調整基金繰入金を122万7千円増

額することで収支を調整しています。

① 子育て世帯への支援（18歳以下の子ども）のための補正

《歳出》
■子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業＝3億8,442万8千円（こども課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※国庫事業（補助率10/10）

→新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な
　給付措置として、18歳以下の子ども1人当たり10万円相当の給付のうち、5万円の
 「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給するために、増額補正するものです。

【支給対象者】・・・以下のいずれかに該当する者
　(1)令和3年9月分の児童手当（本則給付）の支給対象となる児童
　(2)令和3年9月30日時点で、高校生等（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）
　　 ※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の場合
　(3)令和3年10月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた児童手当（本則給付）の
     支給対象児童（新生児）
【支　給　額】・・・1人当たり5万円を支給
【支　給　日】・・・令和3年12月下旬から順次支給
　※来年春に給付予定のクーポンに関しては、国が制度設計中のため、詳細が決まり
　　次第対応します。

 ② 新型コロナワクチン追加接種（3回目）のための補正

 ③ 観光施設管理に対する損害賠償請求事件（和解）のための補正

《歳入》
■子育て世帯等臨時特別支援事業給付事業費国庫補助金＝3億8,220万円（こども課）
→子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の現金支給に伴い、必要となる費用に
　ついて国が補助するもの（事業費分）　 ※国庫事業（補助率10/10）

■子育て世帯等臨時特別支援事業給付事務費国庫補助金＝222万8千円　（こども課）
→子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給事務に伴い、必要となる費用に
　ついて国が補助するもの（事務費分）   ※国庫事業（補助率10/10）



一般会計補正予算(第9号) （単位：千円）

会計区分 補正前 補正額 補正後 備　　考

② 新型コロナワクチン追加接種（3回目）のための補正

③ 観光施設管理に対する損害賠償請求事件（和解）のための補正

《歳出》
■新型コロナウイルスワクチン接種事業＝9,412万4千円（新型コロナワクチン接種対策室）
　※国庫事業（補助率10/10）

→新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）について、国から通知が発出され、
　追加接種に伴う接種体制を確保するよう要請があり、これに基づき、追加接種
　を実施するために、増額補正するものです。

【対　象　者】・・・16,000人
　※2回目接種完了から原則8か月経過した人で、令和3年度中に接種を見込む人。
　※令和4年度中の接種対象者については、令和4年度予算で対応します。

【接種券発送】・・・準備が整い次第、2回目接種完了からおおむね8か月を経過する方
                    の接種券を順次発送します。

《歳入》
■新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金＝4,382万8千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （新型コロナワクチン接種対策室）
→新型コロナワクチン接種に直接必要となる費用について国が負担するもの
　※国庫事業（補助率10/10）

■新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金＝5,029万6千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （新型コロナワクチン接種対策室）
→新型コロナワクチン接種体制確保のために必要となる費用について国が補助するもの
  ※国庫事業（補助率10/10）

《歳出》
■観光施設管理総務事業＝152万4千円（観光課）
→小平の里キャンプ場の損害賠償請求事件について、本市の顧問弁護士と本事件の
　処理に関する委任契約を締結して交渉を進め、相手方から損害賠償請求額の提示
　があり、和解することに至ったことから、事件処理完了に伴う弁護士費用（成功
  報酬等）を本市顧問弁護士に対し支出するため、増額補正するものです。
 
《歳入》
■総合賠償補償保険収入＝ 29万7千円（観光課）
→小平の里キャンプ場の損害賠償請求事件の和解に伴い、弁護士費用（成功報酬）
　の一部を本市が加入する総合賠償保険の適用とするもの

一 般 会 計 22,468,137 480,076 22,948,213


